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【資料２】 

令和６年（２０２４年）７月５日 

教育ひとづくり審議会資料 

学 校 給 食 セ ン タ ー 

 

学校給食費のあり方について 

 

１ 学校給食費について 

  学校給食費については、学校給食法第１１条に規定されています。 

 学校給食の実施に必要な施設整備費、修繕費、人件費は、設置者の負担とし、 

それ以外の経費は保護者負担とされています。 

経費区分 負担区分 法的根拠 内   訳 備考 

施設設備費 

設置者 
第 11 条 

第１項 

学校給食実施のための施設設備

費 

 

修繕費 学校給食施設設備の修繕費  

人件費 
学校給食に従事する職員に要す

る給与、その他の人件費等 

 

光熱水費 
設置者又

は保護者 第 11 条 

第２項 

調理、手洗い等に要する費用 
本市では 

設置者負担 

食材料費 

(賄材料費) 
保護者 

パン・米飯・牛乳・おかず等の代

金 
学校給食費 

※ 光熱水費については学校の設置者が負担することが望ましいとされている。 

【関係法令】 

 

 

 

 

 

 

 「学校給食費」とは、 

パン、米飯、牛乳、おかず等の代金である食材料費（賄材料費） 

  

【参考】 学校給食法第１１条（経費の負担） 

  第１１条 学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに学校給食の運営に要する経費

のうち政令で定めるものは、義務教育諸学校の設置者の負担とする。 

２ 前項に規定する経費以外の学校給食に要する経費は、学校給食を受ける児童又は生徒の学校教育

法第１６条に規定する保護者の負担とする。 
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２ 令和６年度 予算（参考） 

  賄材料費    621,864,840 円 

      保護者等負担金  557,281,170 円 

      公費負担額     64,583,670 円 

  （内訳） 

    令和６年度児童生徒等見込数（令和５年 10 月１日現在） 

 児童生徒数 教職員等数 計 

小学校 6,623 人 505 人 7,128 人 

中学校 3,523 人 330 人 3,853 人 

 ＜歳入＞ 

    児童生徒 

     小学校 6,623 人×191 日×250 円＝316,248,250 円 

     中学校 3,523 人×189 日×290 円＝193,095,630 円 

    教職員等（実費徴収） 

     小学校  505 人×191 日×280 円＝27,007,400 円 

     中学校  330 人×189 日×330 円＝20,582,100 円 

    試食会（実費徴収） 

小学校 238,560 円  中学校 109,230 円  計 347,790 円 

           計 557,281,170 円 

 ＜歳出＞ 

 小学校 （280 円：保護者負担 250 円＋公費負担 30 円） 

   7,128 人×191 日×280 円 ＝ 381,205,440 円 

 中学校 （330 円：保護者負担 290 円＋公費負担 40 円） 

   3,853 人×189 日×330 円 ＝ 240,311,610 円 

 試食会 

     小学校 238,560 円  中学校 109,230 円  計 347,790 円 

           計 621,864,840 円 

＜差額＞  小学校  6,623 人×191 日×30 円＝37,949,790 円 

       中学校  3,523 人×189 日×40 円＝26,633,880 円 

           計 64,583,670 円 
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３ 令和６年７月の給食献立を見直した場合 

区分 
現行 見直し後 

エネルギー 単価 エネルギー 単価 

小学校 ６３４ｋｃal 288.41 円 ６５９ｋｃal 310.47 円 

≒ 310 円 

中学校 ７９６ｋｃal 327.11 円 ８３２ｋｃal 359.81 円 

≒ 360 円 

※ 単価は、税込み 

 ※ 見直し内容については、別紙１（小学校）、別紙２（中学校）のとおり 

 

４ 改定額について 

  改定前の上段は、公費負担額を含んだ賄材料費:小学校２８０円、中学校３３０円 

      下段は、保護者負担額＋公費負担額 

  差額の上段は、改定後から改定前（公費負担額を含む）差額 

     下段は、改定後から保護者負担額の差額 

  参考は、改定前、改定後ともに公費負担額なしで計算 

 

  Ａ案 

区分 改定前 改定後 差額（率） 

小学校 ２８０円 

(保 250 円＋公 30 円) 

３００円 ２０円（ 7.14％） 

５０円（20.00％） 

中学校 ３３０円 

(保 290 円＋公 40 円) 

３５０円 ２０円（ 6.06％） 

６０円（20.69％） 

  ※ 学校給食摂取基準を確保した献立からの改定案 

  

  【参考】月額（２０食）及び年額（１９０食） 

区分 改定前（円） 改定後（円） 差額（円） 

 月額 年額 月額 年額 月額 年額 

小学校 5,000 47,500 6,000 57,000 1,000 9,500 

中学校 5,800 55,100 7,000 66,500 1,200 11,400 
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 Ｂ案 

区分 改定前 改定後 差額（率） 

小学校 ２８０円 

(保 250 円＋公 30 円) 

３１０円 ３０円（10.71％） 

６０円（24.00％） 

中学校 ３３０円 

(保 290 円＋公 40 円） 

３６０円 ３０円（ 9.09％） 

７０円（24.14％） 

  ※ 行事食、デザート等を含め食の楽しみの要素を考慮した改定案 

  

  【参考】月額（２０食）及び年額（１９０食） 

区分 改定前（円） 改定後（円） 差額（円） 

 月額 年額 月額 年額 月額 年額 

小学校 5,000 47,500 6,200 58,900 1,200 11,400 

中学校 5,800 55,100 7,200 68,400 1,400 13,300 

 

  Ｃ案 

区分 改定前 改定後 差額（率） 

小学校 ２８０円 

(保 250 円＋公 30 円） 

３２０円 ４０円（14.29％） 

７０円（28.00％） 

中学校 ３３０円 

(保 290 円＋公 40 円） 

３７０円 ４０円（12.12％） 

８０円（27.59％） 

  ※ 令和６年１０月時点で更なる物価高騰を見込んだ改定案 

  

  【参考】月額（２０食）及び年額（１９０食） 

区分 改定前（円） 改定後（円） 差額（円） 

 月額 年額 月額 年額 月額 年額 

小学校 5,000 47,500 6,400 60,800 1,400 13,300 

中学校 5,800 55,100 7,400 70,300 1,600 15,200 

 


